
どのような制度？

⑳通常、窓⊂で治療費（2～3割負担）をお支払後、高額療養費が健保から給付されますが、事前に健保に申請

し、この認定証の交付を受けて病院に提示した場合、病院窓口での支払いが自己負担限度額（一般80，100円
十1％，上位所得者150，000円＋1％）までで済みます（高額療養費は健保から直接病院に支払われます）。その
為、窓0で自己負担限度額以上徴収されることはございません。

誰でも手続きできるの？

ワ0歳未満の被保険者・被扶養者で入院予定であり高額療養費が見込まれる場合が対象です。ワ0歳～75歳未満
の方は高齢受給者であり以前から現物給付化になっておりますので申請の必要はございません。

手続きしたいのですが・・・
「健康保険限度額適用認定申請書」（HPからダウンロードできます）に必要事項を記入し対象者の方のみの保

険証の原本を添付の上、健保に提出してください。発行された認定証を窓口で提示すると適用されます。提示
しなかった場合、通常どおり高額療養費を後日支給いたします。

有効期限はあるの？
はい、ございます。現在発行中の認定証はH20年8月まで有効です。継続してご使用になりたい場合はお手数

ですが再申請が必要です。

※高額療養費は該当すれば自動的に給付されます。申請の必要はございません。
限度額適用認定証はH19年4月からの新制度であり、事前の申請が必要ですのでご注意ください。

【2割負担の対象の拡大について】
これまで3歳末蒲の乳幼児については一部負担金の割

合が2割となっていましたが、平成20年4月から対象が
義稀教育就学前までに拡大されます。

【70～74歳の方について】

昨年の制度改正では、一部負担金の割合が平成20年4
月から2割に引き上げられることとされていましたが、

平成21年3月まで一部負担金が1割に据え置かれます。
※摂に3割負担を頂いてL「る方、後期高齢者医療制度の対象となる
一定の障害認定を受けた方は除きます。

平成20年4月1日から75歳以上の方（65～74歳で一定

の障害認定を受けた方を含む）は、これまでの老人保

健制度から後期高齢者医療制掛こ加入することになり

ます。後期高齢者の方は、当健保組合の資格を喪失す

ることになります。該当される方は、在職中の場合は

事業所を通じて事前に、任意継続の方については健保
組合より直甚お知らせします。

手続きとして、「被保険者資格喪失届」または「被扶

養者異動届（扶養の削除）」に健康保険証を添付してご

提出願います。詳しくは、事業所のご担当者一健保組
合までお問い合わせください。

なお、新しい保険証は各都道府県の広域連合から交

付されます。

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がい

る場合（注1）、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負

担限度額を適用後に、両方の年間（8月1日一翌年7月31

日）（注2）の自己負担を合算して一定の限度額を超えた

場合は、超えた分が支給される高額介護合算制度が創
設されます。
（注1）同一世帯であっても、異なる医療保険制虚に加入している

場合は、合算できません。

（注2）平成20年虔の対象期間は平成20年4月から平成21年7月ま

での16力月です。

従来は、70歳以上の方が療養病床に入院するとき、
食事・居住費を自己負担していましたが、平成20年4月
から新たに65歳以上の方も対象となります。
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